
わが国の公益企業の範囲と料金設定
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第 l章公益企業概念

第 l節 公益企業概念規定の困難性と必要性

1 公益企業概念規定の臨難性

公益企業概念、については，わが国にかぎるずアメリカ合衆留にちいても，こ

れまで多くの論議が展開されてきたにもかかわらず，今日にいたるまでー椴的

に最認されうる統一的な定見は与えられていない口{可がそんなに公益企業概念

規定を複雑化関難化させているのかそ的確に把握しそれを解明しそして，

公益企業機念、の法則性そ明告かにすることは至難である合そこで，公益企業概

念規定を複雑化臨難化させている諸点を明らかにすることから，これら

題を解明することにしたい口

(1) 制度として生成した公益企業

公益企業が制度:として生成したということが，公益企業報念規定を接雑化・

国難化させている原田の第 1として椙摘される口言うまでもなく，公益企業は

経済発展過程の中で¥必ずしも社会組織に対する論理的思惟の所産として生成

したものでlまない{IJO 資本主義経済体制の枠組みの中で民主主義政治経済制度

を前提として，公益企業がどのように位農づけちれるべきであるかという理念

られぬまま，強いてもとうとしないまま，公益企業は iつの制度として

生成してきた。それゆえ，現在にいたるまで明確な概念規定を有することなく，

公益企業が農関されてきたところに lつの大きな原菌がある。
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出研究方法の多義性

公益企業の本賞を解明す して， どの方向かち解明してよいのか十分

に論議をつくさないまま，今日にいたっていることも原悶の一つで、ある。

公益企業が富民経済においてどのように位置づけられるべきであるかを方向づ

けられないまま，すなわち，一国の産業捧系においてどのような役割を演ずべ

きかを方向づけられないまま，狭義の産業論の中で公益企業を解明しようとし

たり，また企業論として解明しようとしたり，あまりにも饗昧であったからで

ある。その上，公益企業の解明は，その生成や，その性質上，学標的にならさ、

るをえないことを十分に配意したとしても，それぞれの学問的立場から，

わち，法律学，行政学，経語学，経営学，会計学等の視点からあまりにも独自

に解明されて，お互に学問的に連講することなく，総合体系化の接近方法を導

入しなかったことも公益企業の本質の解暁を複雑化，困難化している。

出企業論としての解明不足

公益企業は 1つの産業セクターとして， これまで薪学の先学者の努力によっ

て，一応，社会的ι 認されるようになった。

しかし公益企業の研究は企業理論としてあまり究明されていない。すなわ

ち，公益企業が資本主義経済体艇内でどのように生成した経営形態であり，

史的存在であるかという解明がなされていないがゆえに，公益企業の本繋が明

織に概念化されていないのである。

(4) 公益企業と合企業の頼似的穫縁性

自の経済社会は政府が経済問題の運営に一定程度のかかわりあいをもっ謹

ることは誰もが認めるであろう G しかしそのかかわりあいを

もっ程度や仕組みが名国において，かなりの差がある。アメリカ合衆国のよう

に今自なお，公共の利益を日的とする産業セクターは，私企業としての公益企

業によって経奮されながら，実際にはかなり多様な規制を行っている閣もある。

また，サッチャ一政権成立 0979年5丹)以前のイギリスのように公共の利
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益を目的とする産業セクターの大部分を公企業によって経営していた臨もあっ

た。ドイツのように，公共の利益を目的とする産業セクターは，公企業や公私

混合企業によって経営されている臨もあるc

このように公共の利益を目的とする企業をアメリ力合衆国のように公益金業

とかサッチャ一政権以前のイギリスのように公企業とかドイヅのように公企業

・公私混合企業というように枠をはめることなく，日本の場合，公共の利益を

自的とする企業を総啓して公共企業と一般的に称しているむしたがって，公共

企業は社会的・経済的機能を慕準として解明されているというのではなく，ま

た所脊権の態様を基準として解明されているというのでもなく，きわめて暖昧

に総称されている。それゆえ， 日本の場合，特に公益企業機念:を盟難にしてい

るといえる。

2 公益企業榎念規定の£、要性

たしかに前述のような事項を考長察すると，公益企業競念規定を行うべき錨檀

があるかどうか疑問をいだく著名な学者がいないわけでなかった。 E.W.

Clemensは次のように述べている。多くの学者は公益企業を定義しようと

きたが，一人よがりのものになってしまい万人の納得のいくよう

ることに成功した者はいまだかつてなかったむそのような努力が果して

価値を有するもので為るかどうかも疑わしし問。」

しかし公益企業概念を定義することは事演して徒労に終るものでなく，次

のようなことにおいて， り，必要不可欠なことであ

山 わが躍の行政ょにおける公企業と公務企業が抱える関鱒解決の糸口

f公企業とは嘗国または地方公共団体によって，所有，経堂されている企業

で島弘政治的には民主主義制度をとり，経済的には謀合経済体制をとる経済

社会的中で存在している企業であるむJということは男知の事実である。それ

ゆえ，合企業の解明は，上記のような経済社会の中で，所有・経宮・支配とい

う視点から私企業，会私混合企業，組合企業と対比することによって，



の特質，機能および本質を解明することである。そして， これらを解明する前

提として，公行款の中で公企業がどのように泣震づけるれるべきかを明瞭にし

なければならない。詳細するに，公行致とは公共の利益を目的として行政が行

なわれることである。その作用の方誌として権力的行政と非権力的行政がある q

権力的丹政は警察などがその範鴎に含まれる口非権力的行政には非経済的事業

と経済的事業がある。前者には，国公立i巻物館問書館等が含まれるのに対し

後者に拭，道路の造成や湾J1!の工事のごとき一時的事業と交通事業や水道事業

のように纏続的事業がある。一般的に公企業は公行政の中で，非権力的持政で

あり，経済的事業であり，継続的事業であると理解されているc この場合の継

続的事業とは，資本主義市場経済の中で継続的な事業でなければなちないとい

うことである苧それゆえ，公企業は独立した値引生謹経済体であり，公行政の

中で，少なくとも実費経営以上の経営的意味の上に基礎づけられて，経営活動

されなければならない個別生薬経済体である。

かくして， このように公行政の中で公企業の位農づけを明瞭北することに

よって，所存態掠等の面において公行政の枠を藤えたr.t.範な概念領域をもっ公

益企業概念も明瞭化するようになり，公益企業は混合経涛体制下で産業構造上，

クターを講成する留意IJ生産経済体として位寵づけられるようにな

る。そして， さらに，それぞれの独立した公益企業を企業として制度的に体系

北したならば，公企業や公益企業が抱えこんでいる今目的課題，たとえば埠制

等の問題解決にさいしでも，わかりやすくなる

以上のような意味からして，日本の行政上における公企業概念と公益企業開

念を明瞭化することは，それぞれが担えている問題解決の糸口につながるので

ある。それゆえ，公益企業概念を規定することは国難であるが決っして徒労に

終るもので-ない。したがって， クレメンズ.のいう「公益企業概念、を規定するこ

とはあまち意味をもたなLりということが，少しいきすぎであると理解できる

のである。

(2) 公益企業機能の明諌性
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公益企業概念はきわめて制度的な概念であると一般に理解されているむそれ

ゆえ，公益企業は科学技能の発牒，生活態様などの変化などによって，時代と

ともに変化する性質のものである。そこで，公益企業の概念を歴史的発鰻過躍

の中で位置づけ，公益企業の経済時機能，社会的機能を明確にしなければなら

ないD もしそのように位盤づけないならば，公益企業が時代とともに変化す

る制度的なものであるということに加えて，公益企業の経済的機能，社会的機

能が媛妹なものにならざるをえないだろう O しかるに公益企業報念を明確化す

ることは，会益企業の機能を明諌化する上できわめて鳶要なことである。

(3) 目白般私企業規制と公益企業規制の棋連性の明憲化

近年，企業の社会的責在ということが論じられ，語祉社会という撹点や自然

という捜点から総論的に企業の在り方が間われている。そして各論的

〈政築的)問題として，先ず企業規制が問題とされているc

しかしながι公益企業はその生成の時期から，今日，一般私企業が当話し

ている規制問題を賠えながら今告にいたっていることは周知の事実である。そ

れゆえ，公益企業概念を明確にしておかなければな告ない。もし明確にして

おかないなら，強占が禁止され，自由競争することによって消費者公衆を保護

している一般私企業と，その自禁的独主註が容認され，独出禁止法が通期除外

され，政府規制によって消費者公衆を保護している公益企業との境界がきわめ

て暖昧なものになってしまう。すなわち，独占iこ対する境観の在り方が暖昧と

なってしまい，強占の横暴や弊害を許すようになってしまう。このような意味

からして，公益企業概念を境芝することは，必要不可欠なことであり，決っし

て諾労に終るものではないD

u主〉

(1) 中川公一郎著， r公益企業の基本問題ム評論社，昭和的年， 3真。

(2) E.W.Clemens， r公益企業経営論〈上)J，竹中韓錐監訳，ダイヤモンド社，紅葉。
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第 2節 公益金業概念の研究方法

会益企業の概念規定が前述したように菌難であり，統一的定見がなされてい

ないにもかかわらず， これまで公益企業研究の諸先学者の努力によって次の一

つの研究方法による公益企業擁金規定が試みられた。

1 法社会学的公益企業捜念

(1) 法社会学的アブローチ

この説は，主として法社会学的アプローチによる公益企業の解明をとうして，

公益企業概念を理論構成しようとする説である。すなわち，人間の活動そお自

抹は社会現象の一部であり，社会現象の大綱は人々の活動と人々の関係である

したがって公益企業の分析やその本質解明やその存在性等も人々の活動と

人々の関孫から出発しなければならないという説である。換言すれば，公益企

業とその利用者で為る地域社会の人々に選守されるべき権利と義務の関採を主

として把握すること iこよって，去と益企業概念、の理論的接戒を留ろうとする説で

あるむ

(2) 法社会学的アプローチの代表的論者

John Rogers Commons 

コそンズはアメリカ経済学上いわゆる制度学掠の代表者の i人として館主れ

ている。コモンズはウィスコンシン大学で経済学の 1分科とし

業識を1907年に初めて講述した。当時，アメリカ経済はアメリカ

機とその回避および発巌とそれにつぐ恐慌の時代を背景にして，社会立法の生

成の必然性を余犠なくされていた時代であったりとりわけ，ウィスコンシン剤

は各種の滋歩的な社会立法を行っていたむなかでも1907年の公益事業法は入念

に創業され，制定された。この起草にコモンズが参画したということはいうま

でもない。そして，ウィスコンシン理念、である“教警と政治の混和"と
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的盟想、主義と公共自的の接会、の混和市}が生かされたのである。

同法は従来，鉄道事業に対する規制法であったが， 1907年に市街鉄道，

ガス，水道，電話等の公益事業分野にまで拡張し，公益事業法という名称と

なったのである。また，それを指導監督している機関も鉄道委員会から公益事

という名称になったO しかしいくらウィスコンシン倒において，社

会立法の金成しやすい土壌があったと辻いえ，たやすく公益事業法の制定や公

益事業委員会の創設に導かれたのでは立い。まだ， レッセ・フェ…ル(Laiss 

ez-faire)の原則を良しとする考え方が浅透していたし公益事業に関する規

制はフランチャイズによる規制を主とした地方行政規制がまだ捜強かったc か

くして， このような環境の中でも時代の潮流拡合益事業法，公益事業委員会の

生成を必然的にした。

コモンズは，前述のような状況の下での公議事業法の起草に参画した実践と

理議的研究を遥じて，その需要者(地域社会の利用者〉と公益事業投資者とい

う科書棺刻する社会層の集団的行動が，均禽経済学者の分析において基礎的な

ものに轟かれている間人的行動よりも一留重要であることを看取したへさら

に，公益企業における最大の関心事は市場価格ではなく，公共的価格であり，

それは，捜雑{とした経済・法制的手続過翠を通して器格形成されるということ

も， コモンズ泣看取したc すなわち，コモンズは公益念業を一定の歴史的，社

会的状況の下における制度として把損しようとしたのであるD

かくして，コモンズの努力によって， 1907年記草されたウィスコンシン公益

事業法がウィスコンシン州の実務の中で簸行され大学においても市営公益事

業 (municipalpu b1ic utilities)として初めて19昨年講義されることとなっ

たのであるc ここに公益企業が制度的研究方誌に依拠しながら，経済学の i分

科としてようやく形成されたといってよい。

争 MartinG.Glaeser 

コモンズの謹系の弟子であるグレーサー怖は， 1925年に

lつの社会学的解釈叫において次のように述べている。 fある特定の産
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として認められるには安まず，文明生活のために共通の必需を提

供することであり，またその経済活動が会衆的関心 (publicInterest)を

もたれることである。そして前述のように 2つの条持が具備されている場合，

集団的判断によって，そのような経済的活動をしている企業が公益企業として，

はじめてその地位が賦与されるのであるu と述べている。また f公益企業概

の中では，公益企業概念を制度的立場からアプローチして，公益企業は

ゴーイング・コンサ…ンであり，そして，それは顧客とコンサーンの聞に成立

する特殊な取引関係であり安その本質性を見出すことによってのみ公益金業と

して位置づけられる述べている。すなわち，グレーサーは，第

経済的機能の分類表によち，アメリカ合衆冨における公益企業の経済的機能的

を規定している。それは公共の播祉のために，私有，公有をとわずゴーイング

・コンサーンとして経営されなければな与ず，税金，或い誌持}}IJ課税によって

建設され，維持・運営される公共事業 (publicworks)とは輿なるものであ

第? 1表

Supported 

by taxation 

Public or (税金んより

State 持される。
Economic 

Supported functions 
functions 公共的サー ス by special 

( 州機能)¥ (¥!ビ喧ス日立[相サ ) 

subject 
assessments to昌 high

tL 

Interests 

( 
公疑問j心

functions utilities owned い従属する料許

{寺子j斉的機能 i
( /ふ、、工)立f王)ノJt、労と二 ¥ (心存) 的機能

Privately 

business in 
owned 

a twilight zone 
{宏、脊)

functions る私的企業

(校、 rl~J機能 I nγrl・vate 

business 

(私的企業;
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ると主張している。

また，グレーサーは公益企業概念そ「変化する もった一定した鞭

(a fixed concept with a changing content)であると述べている。す

なわち，こむことは，すでに公益企業地位j を占めるものとして，公益企

業であることが集団的に判断され業認されている事業であっても必ずしも将

来「公益企業地設j を持続するとは霞ちないし或いは，また反対に，

だ十分に「公益企業地位」を占めているとは認めがたい事業であるにして

も，将来「公益企業地位j を強めて，公益企業で議うるという集団的判新に到達

することになるかもしれないということを意味している叱

かくして，コモンズの努力によって萌芽した法社会学的公益企業概念、が，そ

の後のグレーサーの法社会学的アプローヂによって，よりー!轟謹立して議た

のである。

@ Eli Winston Clemens 

クレメンズは彼の名著である「公益企業経営論J(Economics and Public 

Utilities)の中で公益企業の研究方法について次のように述べている。「公益

企業経済論の研究は，社会の苦手j疫的鰐菌をあきらかにするのに特に溜している。

そこにわれわれは競争の法則にしたがって多かれ少なかれ自由に自己の運命を

つくりうる一般産業と誌別翻の一団の産業を見出しうる。一般建業とは対照的

に，公益企業は統制法規の枠〈噴行準則〉の中で経営され，支艶的な世論と知

(思、想と知識の型〉によっ け，ま ( 1 

織〉によって管理されている。……いかなる産業ないし社会の研究においても，

耗粋の経済理論を無援することはできないが，人間行動O)f.生誌について現実的

な理解をえるためには制農学的な立場は重要誌ものといわねばならない(]())oJ 

すなわち，競争の自由，契約の自由，私有財産制を前提とする資本主義の持内

において，前述の人間行動の性格について現実的な瑠解をえるということは，

信人の権手IJと集団の権利の調和の一致を意味しているのである。このような意

味かちクレメンズは公益企業と地域社会の需要者の経利・義務体芸を通して公
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益企業概念、を理論構成したのである。後は公益企業の義務llJとして次の 4つを

指擁している口

サービスを求めてくるすべての入にそれを提供すべき義務

n 細ヨなサービスを提供すべき義務

m 公正料金をもってサービスを提供すべき義務

lV 需要者に対して差別的取扱いをしないで，公平にサービスを提供すべき

義務

かくして， このような義務を愚行するために次の権利(I切t公益企業に賦与

されていると述べている。

i 営業特許契約(franchise)や梗宜必要証書(certificateof public con柳

venience and necessity) 

U 土地収用権 (rightof eminent domain) 

111 適当な補穣を受ける権利

地域社会の顧客は，公益企業がその義務を選守することを要求する権

利を有するが，その反面において，公益企業の権利を受容することを要求され

ていると述べ、ている。

クレメンズは，会益企業iこかかわる前述のような権利・義務は，州によって

公益企業に賦課されているのであって，契約により取得されたり譲渡されるわ

けにはL情、なし仰と指摘としているのしかしこの指摘は，少しいきすぎのよ

うに思える。なぜなら，公益企業にかかわりあいをもっ権利・義務は，公益企

と地域社会の集団的判断によって妥当性をもつもむとして，公益企業サービ

ス棋給過程の中で妥当性をもたなければならないものであり， しかる後に公

益企業が民主的行政手続を経て， j~l によって賦与されるものであり，決して，

州が公権力によって賦与するものでなL功、らである。

かくして，公益企業概念を購築しようとするクレメンズの法社会体系におい

て，少しいきすぎのところがないわけでなかった。しかしグレーサーよりも

制度的研究方法Cinstitutionalapproach)に按拠しながら公益企業概念を規

しようと努力したことは明白である。
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(3) 法社会学的公籍企業報念講築iこ懸念される点

第 1点として，法社会学的なアブローチによって公益企業概念を構築しよう

とする場合，あまりにも公共の利益を自的とする産業セクターの韻域が広範に

なるばかりか，一般私企業との境界が主題，暖昧性を帯びてくる績向になりが

ちである。すなわち自由企業経済 (freeenterprise economy)体制において

は，話業活動の自由，企業活動における競争原理ということが照射であって，

一般私企業の独出は制度的に排除されるものであるの法的には f独占禁止法J

が制定されており，独占の経済的勢力が形成されないようにされているのであ

る持。しかし現実には大規模経営をなしている一般私企業が寡占を形成して

いる。かくして，大規模経営をなしている一般私企業が公益企業の供給する

サーピスに代書される代醤サービスを供給するという理自で，消費者探護を強

く打ち出し暖昧性の中に，公益企業に容認されている諸権科を確立するよう

になる。たとえば，そのような代欝サービス供給の場合，当然のごとく，自然

的独占が容認されるだろうという理由で，独占禁立法の運用除外をもちだし

政府規制によって消費者が保護されている公益企業と一般忠企業との間の明瞭

なる区分をなくしてしまいがちである。すなわち，公益企業に容認されている

自然的独占性が一綬私企業に対しでも，さしたる載しい基準もなく簡単に確立

されるようになりがちである。したがって，独占に対する規制のあり方が暖昧

となってしまい，独占の描暴や弊害を許すようになってしまう恐れがある。

第 2点として，基幹産業は文字通江国民経済にとって，産業組織上きわめ

て重要なる伎謹を占めていて，その産業部門の景気変動は国民生活に大きな関

心を抱かせる。したがって，社会的関心，国民的関心は甚だ大きい。それに対

し公益企業の場合には，地域社会の関心は強いが，国民経済にとって産業組

織上，あまり大きな位麓を占めていない場合が多いc なぜなら，一椴的に公益

企業は，地域独占が容認され自常生活に必需なるサーゼスや財を供給する企

業であるむしたがって，地域社会にとって，公益企業の活動は大きな関心事で

あるが，関民経済上，それほど大きな比重を占めていないと一般的に認識され

ている。しかし今日，日常生活における文化の向上にともない，日常生活に
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不可欠なサーピスや財を供給する公益企業に対する[公衆的関心」と臨民経済

上きわめて重要視されている基幹車業に対する「社会的関心J との間に大きな

くなりつつあるということである(1九それは，倍別の公益企業による

総生産量が国民経済上，きわめて大きな比重をもってきたことによって，単に

地域社会において独占的に必需なるサービスや財を供給するという次元だけで

公益企業を位置づけるれなくなってきているということである。すなわち国民

経済上における産業組織上の公議事業の位置づけをしっかり確立した上で¥個

別経済レベルにおいて，公益企業を企業として位置づけなければならなくなっ

た。また，公益企業の大規模化にともない，公益企業のサービスや財を供給す

る地域が拡大されたことによって，公益企業が菌民経済上，産業組織上，関心

事となってきたことも公衆的関心と社会的関心に着異が生じなくなった要国と

して指摘される。現実に公益事業の代表といわれる電力事業は産業政策上，国

民経済の中でエネルギーを生産する中心的事業であり，基幹産業である06iので

公東的関心と社会的関心の差異はきわめてうすらいできたことは事実である 9

かくして，国民経済的立場から基幹産業と公益事業とが同一視されやすい。

それゆえに基幹産業は市場において競争がなくなる娯向となりがちであり，

ますます大規模経営と発麗しますます企業集中がなされやすい告すなわち，

基幹産業の市場競争は排除され市場の独占化をまねさ，経語力支置はますま

す強化し価格を号iき上げ，独出的手IJ潤を獲得するようになり，一按消費者の

利益をそこなうようになる。したがって，法社会学的アプローチによって，公

益企業概念を構築しようとする場合，公益企業に関する現実の社会的関心と公

衆的関心は，きわめて瓶似してきているので困難性をともなう c

かくして，法社会学的アブ口ーチによる会益企業概念規定は，いろいろな他

の知識韻域や精神領域を包損するようになり，甚だ巽論の多いものであ

したがって公益企業とその利用者である地域社会の人々に遵守されるべき権利

と義務体系にも前述のような領域が及んできて，ますます多義性安持つように

なり，公益企業概念規定を鴎難ならしめている。したがって，公益企業を法社

会学的アプ口一チからだ、け担握しようとせず，公益企業に内在する経済的，技
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術的標識を公益企業と地按社会との間における権有・義務体系の枠の中で位置

づけなければならないむそして，その後，それらが公益企業内において，どの

程度まで冨定化され，公益企業外において，どの器震まで容認されるべき

るかを認識した後，法捧的に規定されるべきであろうo

{注)

(1) )11島武宜繍，法社会学講窪，法社会学の形或，第 l巻，1972i手， 277頁o

(2) E.W.Clemens， Economics and Public and Utilities， New York， 1950.公益

金業経営論〈上L竹中龍雄監訳，ダイヤモンド社，昭和28年，序文(7真〉。

(3) 北久一議「公益事業研究j 第19巻第 l時，公益企業論の系譜，昭和42年 5月，

120葉。

(4) グレ…サーは，コモンズが1907年，ウィスコンシン大学で拐めて会益企業識を護

述した時の学生であった。その後ウィスコンシン鉄道委員会に務職後，ウィスコン

シン大学に招かれ公益企業識の講義を担当した。

(5) M.G.Glaeser， The Meaning of Public Utility， A Sociological Interpretati 

on， The Journal of Land and PublicじtilityEconomics， vol，l 1925， pp.187-

188. 

(6) M.G笥Glaeser，Outlines of Pubuc Utility Economics， New York， 1927， pp. 

102-125 

(7) M.G.Glaeser， Ibid.， pp‘4-6. 

(8) M.G.Glaeser， The Meaning of Public Utility， A Sociological Interpretati 

on， The Journal of Land and Public Utility Economics， vol.l1925. p.188. 

(9) 北久一審，公益企業論，東洋経済新報社，昭和49年， 47真。

Uo) E.W誓Clemens，Economics and Publicじtilities，New York， 1部O.邦訳

(上)10真。

(11) E.W.Clemens，軒掲訳響， 20頁。この地に公益企業の義務としてガーフィルド

とうブジョイは，後等の共若手 rpublicUtility EconomicsJ Prentice -Hall， IN 

C.， ::-Jew Jersy. 1964， p p. 12…13.の中で次の 2つをつけ加えている O

I 公衆の安全を守るため，通常以上の注意そもって供給する義務。

豆 サービスの経結や市場放棄が余畿なくされる場合，事前広合益企業監督さ話題か

らの最認を議実にする幾務。

凶 E.W.Clemens，前掲訳警， 20 -21斑。権利としてガーフィルドとラブジョイは

被告の共著 rpublicじtilityEconomicsJ において，さらに詳轄に次のように治

している。

I 競争犠手から競争を免れる権利として，公益企業監督当筋によって出有権を付
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与された一定の彰式をもっフランチャイズを受けられる権利。

立 公益企業を経設するために必要とされる私有財謹を特別龍馬できる権利。

盟 公益食業は会益企業サービスにさいして， t真意で、かっ経済的経営の下で合理的

料金を諜す権利。

IV 合理的な規則と規棋の下で運話すべき権利。

U~ E.W.Clemens，前揚訳書， 21貰。

同賠 稿経 済と 経営J会益企業概念についての考察 札韓大学経済学会，第 4巻

第 i号，昭和48年 9月， 22-23頁。

錨拙稿，前播論文， 23真。

む8 縄田栄次E!s構公益事業研究j 産業構造におする公益事業のステ…タス，第30

巻第 l号， 陪和53王手 2月， 63頁。

間 北久一掃「公益事業研究j ツピッキー会益事業の嬢:合、と本賞.第凶器第 3号， Dl:l 

和43年3月， 46葉。

2 法制約公益企業概念

(1) 法制的アプローチ

公益企業を法律問題，最終的には憲法問題として取組み，裁判判決によって，

公益企業に対する有効範屈を割定しようとする説である。すなわち， このアプ

ローチは，規制を受けている公益企業の規制内容の歴史的意義と今日的意義を

分析することによって，公益企業概念の理論的構成を図ろうとするアプ口…チ

であ

法制的公益企業概念規定の端緒は， ったへ…

ル提n(1609--1676)による潰習法の学問的解釈に起因するむ 1670年抵完成を

みた海港論 (DePortibω Mαris)という設の論文の中で，“公衆の孝IJ益に責

務を負う営業"についての法律をヘール期は要約した汽被は海港における埠

頭や起重機と陣じようにヘサー・ボートそ公衆の利益に責務を負う営業である

とした。すなわち，慣習法の下で， これらの擁設が唯一認可された胞設であっ

た場合や全ての公衆にサ…ピスをなす唯一の麗設で為った場合， これちの施設

は公衆の利益に費務を員う (affectedwith a public interest)がゆえに，

全に私営でありえないことをへール期は結論づけた。したがって，これらの施
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設の所有者選は怒意的で不当な使用料や通行料を探すこと誌できないが，合理

的かっ適正な額だけを諜すこと誌認められる。ヘール期は，ヘリー・ボートの

サーピスを引きあいに出して，合理的な港使南料に加えて，十分なサ…ピスや

利用施設の適正な椎持管理についての法の必要性についても明記したへ

しかし法制的公益企業の近代史は1877年に米国最高裁判所によって判決が

れたマン対イリノイ刑事件に始まったと理解してよかろう。以下，アメリ

カ合衆国の主たる公益企業に関する裁判判決の事例を年代にそくして分析し

その意義を私なりに把握しながら，アメリカ合衆国における公益企業の法的有

効範囲を考察するc

(2) 最高裁判所の判決iこよる公益企業概念の定義

守〉 マン対イリノイ州事件 (1877年)14)

この事{牛はきアメリカ合衆国において，公益企業概念、上，重要なる事件であ

る。しかるに， この事件によって公益金業の近弐史が始まったと理解してよか

ろうo また，この事件はグレンジャー運動と密接に関連している。グレン

ジャ…運動を詳細に述べると次のようになる。 1866年に南部ホーム・ステット

(Southern Homestead Act)が或立し寛大な土地政策(5) 農業擁設や

農業機械の向上・改良(6) 関芸学や議室学の発壊の結果，中西部の肥沃な広大

な農地が需拓されたむ農地のこのような急速なる拡張と農業機械等の改良は，

農謹物の大増産をもたらしたむその結畏，アメリカの農民は19t世紀京にいたる

まで穀類の生産過剰による農産物め低価格になやまされた(7)。このような農業

の不況から発生する農民の不満の多くは，農輩物の輪送や保管を独占的に支寵

していた鉄道会社や起重機付穀物倉車業者に集中した。かくして，農民の不瀧

は，全国農民共謀組合 (TheNational Grange of Patrons of Husbandr 

y)や農民共済組合地方支部 (Grange)として組識化されて，文化的運動や

政治的運動や経済的運動を麗関するようになったc このような運動がグレン

ジャー運動といわれていた。

グレンジャー運動の中の文先的運動は，孤立的で無知的な農民生活に知識と



社交とを導入して，これらの面から農民生活に潤いと向上の機会を与えんとす

る(8)ことが主であったむ政治的運動は，州議会に農民の代表を選出して州行政

の中に農畏の意見を反映させようとすることであった。経済的運動は，この組

織を通じて共同的に販売や購入や農異の製作等を可及的に行い，製造業者や中

関西人の搾取を排除することであったぺ

しかるにこの運動とマン対イリノイ刑事件との関連性を詳細に述べると次

のようになる。すなわち，グレンジャー運動の一環として，各州は公益企業に

対しての料金や業務上の法律的統制を遇して，独占的に支配していた公益企業

の経替問題を棲正しようとしたのが事の註じまりである。シカゴにある超重機

ンとスコットの両社は，最高料金を規定しているイリノイ

州の規制法より高い料金を課した。それに対し訴訟が記され，マンとスコット

の再社は州裁判所において有罪とされ，そして科料に処せられた。しかしイ

リノイ州の法令が超重機付倉庫業に対し最高料金を規定していることを，アメ

リカ憲法健正は条は否定していると主張して，マンとコスット

判所に提訴した事件である(j句。

は次のような判決を下したむ「私有財産が公衆の利益に費務を急

うものであるとき，それは，ただ私権であることをやめることになることを

我々は知る。このことは2∞年前に，イギリス高等法院の首麿裁判官へーん期

による彼の論文 (DePortibus Mar廿〉の中で，述べちれていることである。

それ以来，財産法における本質的用件として，反対されることなく受諾されて

きたのである。期産がある意味で公共的結果を生み，かっ地域社会全般に関与

するように使用された時，それは公共的利益をともなってくる。それゆえ，人

己の財産を公衆が利害関係をもつように利用した時，現実として，彼はそ

の利用において公衆に利益関保を容認したのである。そして，彼がこのように

してつくられた利害関訴の範囲内で，公共の善のため，公衆による統制に服さ

れねばならなL、。 1まはこの利用を中止することによって設の容認を撤回しても

よL、。しかし設がその利用を維持する限り，彼はその統制に服されなければ

ならない訪日したがって，程重機付穀物倉庫業は，合衆の手IJ議に賓務を負うべき
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であり，法的にも州規制に従うべきである(130 それゆえ，州規制は不法にも財

産権を侵すことを制定しているというマンの主張は無効である(1]0Jと判決し

。
た

そこで，マン対イリノイ州事件の最高裁判所の判決を公益企業との関係の中

でとらえるなら次のようなことが銘記されるD 第 lに，財産の私有権や契約の

自由や企業競争の自由を尊重するlaissezf aireの伝統につつまれていたアメ

リカ社会に修正をもたらしたことである D 第2に，アメリカ社会に社会的立法

の必要性を認識させたことである。換言するならば， 1870年代，アメリカ産業

資本主義は独占化への道を歩みつづけており，公益企業に対する放任の弊害が

きわめて顕著になり，連邦ないし州政府がその企業活動に関与せざるをえな

くなったことである。すなわち，独占の弊害を除去するために社会立法が必要

となってきたことである。第 3に，公益企業規制が不合理であるという理由で，

公益企業サイドないしそのサービス供給をうける地域社会の需要者サイドから

提訴された場合，司法審査を通してその規制をわかりやすくして，公益企業規

制ということに関して司法審査を確立させたことである D 第四に，アメリカ資

本主義経済の急速な発展における諸々の矛盾に対抗しようとする農民運動の一

環としてのマン対イリノイ州事件を通して，公益企業規制が資本主義経済体制

の中でし、かに位置づけられるべきであるかの出発点となったことである。

かくして，マン対イリノイ州事件において，公益企業は“公衆の利益に責務

を負う営業"Cbusiness affected with a public interest)をなす企業である

と同時に，資本主義経済体制において，消費者保護のために，連邦ないし州政

府によって価格規制を含む規制を受けなければならない企業であることが確立

されたのである(140

② ドイツ同盟保険会社事件 0914年内

この事件は，最高裁判所がカンザス州の火災保険料の統制は正当であると判

決した事件である。すなわち， ["公衆の利益に責務を負う営業の有体財産はな

にもないが，火災保険は各事業会社にとって必需である。しかるに，カンザス
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対が火災保験料の統棋をすること

下した事件である。

るu という判決を最高裁判所が

この事件の公益企業概念規定に与えた影響というのは，無体財産を主とする

営業を規制することの妥当性が明確にされ，公益企業概念が拡大解釈されたこ

とである(J言。すなわち，それまで“公衆の利益に責務を負う営業"によるサ…

ビスは，脊体財睦によることに限定されていたが，無体財産まで拡大され，公

衆の利益に費務を負う言葉 (businbessaffected with a public interest)と

いう意味を拡大解釈したことである。

③ ウォルフ包装会社対カンザス鮒労使関倭審判所事件 (1923年戸

この事件の内容は，カンザス州議会が食品の製造および翼連業額料の製造

運輸業および諸公益事業を含めた多数の事業会“公衆の利益に責務を負う

し ー，
'- カンザス州労使関係審判所は，

ったウォルブ包装会社に対し労働者の盤上げを命じたので，

ウォ jレフ 自社が公益企業であるかどうかを裁判上で決めることに

した事件である口

この事件のタフト裁判長詰“公衆の利益に寅務を食う

し

公衆運輸業者 (commoncarriers)およ

公共団体の許可の下にサービス提供の義務を課せ

について次の 3

ように

11 1時代から統制を加えられてき たとえば旅詰業のごときものひ

III その発端においてほ公共的なものではなかったが，時の経過につれて会

共的なものになった事業合

最高裁判所は，ウォルフ却装会社は上記の 3つのどれにも該当しないとし

business affected with a pu blic Interest (公衆に費務を負う営業〉と

a business in which the public had an interest (公衆が科書関{系をもっ営

と明瞭にじま到し公衆の利益ζ責務を負う しく解釈し

しかし公益企業を薮しく解釈しようとしたにもかかわ 首iを列挙してい
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ることは，公益企業は制度的所産であることを示しており，法制的公益企業概

念、の臨界を示したものと思われる。

④ タイソン兄弟高会対パントン事件 (1927年問

この事件は，ニューヨーク市の劇場号符{中質撲が公益企業であるかどうかを，

最高裁判所は，劇場切符神襲業は公益企業でないと判決を下した事件である O

詳縮に説明するならば，次のような内溶である。ニューヨ…ク併は，劇場切符

仲買業に，当時，震業免許 Oiceれを与え，豪IJ場切持の再販売髄格を決め

ていたのであるが，有力な切符仲買人は次第に販売を支配するようになり，遺書j

場の産第は事実上，彼等によって独占的に販売される状況となり，ニューヨー

ク市民は，持買人から高い謹段で切符の碍販売を受ける以外に入手することが

不可能になった。かくして，このような営業は，当黙に非難攻撃の的となり，

採争問題になったへそこで， この事件において，サザーランド判事を代表と

する最高裁判所の多数派比劇場切符{中費業を公衆の利益に責務を負う営業に

包含せしめることに反対した。すなわち，生活必需サービスや財の供給義務と

いう標識に基づいて，最高裁判所の多数派は，公益企業の領域を劃定したので

ある。この判決の意味するところは，生活必需サ…ピスや携を需要者に全て供

給する義務があるという企業のみが営業特許契約(franchise)を与えられる

ものであり， このような企業だけが公益企業としての地位を手ぎする資認がある

ということを明薙に示したことであるひそれゆえ，そのような義務を手干しない

艶場切符仲買業は営業免許を与えちれているが，公益企業の地位を有していな

いと最高裁判所が結論づけた判決である。

寄 りブこク対マクブうイド事件

ュージャージー州がリブニクという私設労働紹介所に対して営業免許状をと

ることを拍百したことから組った事件である回。すなわち，劇場切符仲襲

業は公益企業で、ないと判決した最高裁判所の多数諌であるサザーランド判事等

は私設労鍛紹分所もまた間様に公益企業でないと判決し るむしか
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しこの事件は労働者が習の中に欺かれることなしに職を見出すことが，州の

利害に大いに関認があるという少数意見者がいたことは見逃せな~) (24)この事

件で「公益とは何であるのかj という命揺を深めたことは注目に寵する。

e ウィリアムス対スタンダード石油会社事件 (1928年〉お

テネシ一刻はガソリン販売業を“公衆の利益に責務を負う営業"と宣言し鈎，

{語務統制を加えようとしたc 最高裁判所はガソリン販売業をー綾弘企業とみな

した口すなわち，企業が大規模化して公衆に影響を与えるだけでは公益企業で

ないと判決した事件であり，社会的関心と公衆的関心は椙達すると判断した事

件であるc

ニュー・ステート製氷会社対リーブマン事件 (1932年)OJ

オクラホマ州i主製氷会社は公益企業であるとした。そして製水企業の設立

にあたっては免許を必要とすることを決めた。ニュー・ステート製氷会社は免

許なしに製氷所を建てようとしたりーブマンに対して，それを制止するために

こしたへそこで最高裁判所は製氷企業は独占性と必需性の認められ

ない一般私企業であり，公益企業でないと判決した。

⑧ ネピア対ニューヨ…ク州事件 (1934年)側

ニュ…ヨーク州議会はミルク事業を公衆の建寮および利益に関号する事業で

あると宣言し ミjレク法を制定しまたミルク統制1Tを設置したヘミルク統

ミルクの卸売，小売の最低価格を決定する権限を与えられた。しかしな

がら，ネピアはミルク統制が決定した価格に基づかない髄格でミルクを売り

出したむそれゆえ，ネビアは有罪とされたc すなわち， この事持は， ミルク統

制庁にその最抵小売価格および最高小売価格を決定する権限を与えたーュー

ヨ…ク州法の合憲性を支持した事件であるへロパート載料長は最高裁判所在

代表して， ミノレク事業は一般的に容認されているよう

はないとしながらも，公益事業以外の産業分野に対し料金，器格の統制をし
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てはならないという伝統的な慣習を放棄した。このような最高裁判所の変更は，

当時のアメリカ経済の不況対策としてのニューデ、ィール政策をはじめとする緊

急経済統制によるところが大きかったように思われる。しかしこの事件の判

決を当時のアメリカ経済の特殊的な一時的な現象によるものと考えない学者も

いる。その 1人として，ポンブライト教授は1934年のネビ、ア事件について次の

ように述べている。 r今日において，公益企業と一般私企業の初期の法的な区

別を説明する試みは，歴史的興味以上のものをもたなくなった。なぜなら， 19 

34年のネビア事件によって示されているように，最高裁判所は自らの主張を変

更してしまったからである。価格規制の下にある特定の産業を位置づけようと

する法的提案は，今や，経済政策，社会政策の視点から，それらの利点に側し

て考慮され，また古い伝統的な法理論と矛盾するという理由によって， くつが

えされるほどのいちじるしい危険はない。しかしこのようなことで，この問

題を解決したわけではない。すなわち， このことは，法律家や裁判官にとって

特別に重要であるとされた事項を法律的知識を有しない者にも正しい事項であ

るということに，強くただ置きかえただけであ ~moJ

しかし前述のポンブライト教授のネビア事件を通じての公益企業概念、に対

する考え方は少し行きすぎのように思える。なぜなら，経済統制の領域が拡張

されている当時の状況等が一時的であったということをたとえ考虐しないとし

ても，少しいきすぎではなかろうか。たしかに，経済活動の“自由領域"と

“規制領域"との問に号|かれる境界線が次第に柔軟性を増してきたωことの事

実は認める。しかし独占規制という視点から公益企業と一般私企業との企業

規制についての境界線を明確にしておかなければ，経済の民主化はありえない

ので，ポンプライト教授のいう「公益企業と一般私企業との初期の法的な区別

の説明は，歴史的興味以上のものでなL、。」とする考え方は少しいきすぎであ

る。

⑨ サンシャイン無煙炭会社対アドキンス事件 0940年内

石炭生産事業も公益事業であることを最高裁判所が1937年の渥青炭法を支持



した時に認めたのである G すなわち，この意留するところ以， f連絡を維持しな

い生産者を訴することによって新産業を安定化せしめ，不正競争を紡止するこ

とであった叱

議 オjレゼン対ネブうスカ州事件 (1941年内

1941年に最高裁判所は， リブニク対マクブライド事件における判決を逆転し

た。すなわち，労働者が欺かれることなしに識を毘出すことが刑の利害に大い

に関部があるという観点かち普段28年のリブニク対マクブライト事件の判決に

異論をとなえたダグラス判事は，最高裁判所を代表して，この事件において鞍

業紹介業は公益事業であるとしたへ

o ダピヱス禽庸会社対ブラウン事件(1943年〉滋

窃 ダピエス愈庫会社対ポールズ事件(1944年内

これらの 2つの事件の経雄は，次のとおりである。最初のダピエス倉聾会社

対ブラウン事件というのは，カリフ汁ルニア州内にあるダビエス公共倉議会社

は「当該会社はカリフォJレニア州法下の公益企業であるので，価棒統制法から

適期除外になる。」という理由で提訴したことに対して，アメリカ

控訴裁判所は，会障会社は公益企業ではないので連邦法に従うべきであると判

決した事件であるぺ

次のダピエス倉庫会社対ボ…ルズ事件というのは，ダビエス倉庫会社対ブラ

ウン事件で，主賭裁判官のピンソンが公益企業に対する理論的な独自の考えの

下に反対意見を述べたことに基づき，アメリカ最高裁判所は緊忽控訴裁判所の

判決を破棄し倉聾会社は公益企業であると判決した事件であるべこの事件

(ダピエス禽離会社対ポールズ事件〉におけるアメリカ最高裁判所の判決は，

アメリカ合衆国緊急控訴裁判所のビンソン裁判官の公益企業地位に対する意見

を参考にしたのである。

ビンソン裁判官のダピエス倉難会社対ブラウン事件における公益企業地位に

関する内容は次のとうりである。「もし企業が(i)公衆の利益に責務を負うも
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のであり. (訟運輸事業と配給事業との作用をともなっ る関連性を

もっていて. (船需要において，公正かっ無差別料金で，常に公衆に対し，十

分なサービス供給議設能力があり，そして. (iv)， @独占地位穫得ゃe州がこ

の地位に公議企業を認めることから生ずるフうンチャイズ認可や許可状という

2つによって， もちこまれる企業競争かるの独立や自由をかなり享受できるな

ら……それは公益企業である叱j

しかるに， この-]，患の事件において，明瞭になったこととして次の 2つのこ

とを指摘することができる。第 iには，公議企業料金比緊急統制法によって

規制されるのでなく規制委員会によって規制されるべきであるということであ

る。第 2には，公益企業 (publicuti1ity)と公衆の利益に責務を負う営業

(business affected with a public interest)を法律上，明瞭に区別しそ

して読者の概念、は後者の概念より狭義である織ということを法律的に明瞭にし

たことであ

訟 法制約公益企業嬢念構築!こ懸念される点、

これまでのアメリカ合衆国におげる法制史的アプ口一チからの公益企業捜念

裁判事IJ決による長年の実践と理論か込形或されたものであるa アメリ

カ合衆国では，裁判判決の上に，当該経済部門のー坊の，今自の公共的監督と

規制が樹立されてきた。まさにこのようなこと比裁判所判決，ことに連邦

最高義判所によるものである{持。すなわち，現実に公益企業の経営活動が常に

している中で，自由企業経済体制の基盤である 3つの原則(自由競争，契

約の自岳，私有財産告11)とアメリカ合衆国憲法との相関を裁判を通して，公益

企業の存在は，いかにあるべきであるのかという歴史を，アメリカ合衆国にお

ける法制史的アプ口ーチからの公益企業概念規定は警示すものであっ

それゆえ， このようなアメリカ合衆国における法制的公益企業観念規定は，

・経済環境等の外生的要因ιよって構築されやすいむしかるに，裁判判決

による公益企業概念規定比社会的価値判断のもつ暖味性および丹生的要因を

常にもちあわせていることは否定しえないむ るなおま， “公主主企業の本
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震が何であるのか"ということがあまりにも社会・経済環境等に基づいて決定

されがちであり，きわめて一貫性のない流動的公益企業捜念を規定しがちにな

るということである。

〈注)

(1) 拙稿経諜と経営J，公益企業域念についての考察，札棋大学経済学会，第 4巻

第i号，昭和48年 9月. 22-23頁。

(2) P.J.Garfield and W.F.Lovejoy， Public utility Economics， Prentice-Hall 

INC.， New Jersey， 1964， p.4. 

(3) Ibid， p.4. 

(4) Munn V. Il1inois， 94 U .S. 113 (1887). 

間鈴木圭介編， rアメリカ経済史J東京大学出版会， 1974年， 382♂資。ニグロを差別

しない耕咋襲民たる「忠誠な市民Jに対して向こう 2ヶ年間は80エーカーのごt地を

登記料 5ドル支払のみによって土地を下付することになった。

(6) P.J.Garfield and W.F.Lovejoy， op. cit， p.5. 

(7) アメリカ学会編. r諌興アメリカ史」第ヰ巻，岩波警!み昭和45年， 145貰。

(8) Ibid， p.146建

(9) Ibid， p.146. 

鵠 P.J.GarfIeldand W.F.Lovejoy， op. cit， p.6. 

Ul) Ibid，p.7. 

(12) Ibid， p.6. 

U3 Ibid， p.6. 

制措稿，前掲論文， 24真。

(1~ Germam Alliance Insurance Co. V. Kansas， 233 U.S. 389 (1914). 

時 現代公益事業講鹿編集委録会織，北久…稿. r公議事業概論j 制度的概念として

の公益事業，霊力新報社，昭和49部， 44頁。

(17) Wolff Packing Co V. Court of lndustrial Relations of Kansas， 262 U.S. 

522 (1923). 

U!D E. W.Clemens， Economics and Public Utilities， New York， 1950.会益企業

経営論〈上)，竹中龍堆監訳，ダイヤモンド社，培和28年. 27真。

側拙稿，前掲論文. 25貰。

側 TysonBrother Co V. Banton， 273 U.S. 418 (1927). 

刻現代公益事業譲産編集委員企編，前掲書. 46質。

関 RibnikV.抗cbride，277 U.S. 350 (1928). 

僻現代公益事業講座編集委員金繰，前掲書.47真。
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凶 拙犠，言言掲論文， 26頁。

協 Wi1liamsV. 8tandard Oil Co.， 278じ.8.235(1928) 

総 E.W.Clemens， Economics and Public Utilities， New York， 1950，前掲邦訳

30頁。

白1) New State Ice Co. V.Liebmann， 285 U.S. 262 (1932). 

鵠 E.W.Clemens，前掲訳欝， 31頁。

(29) Nebbia V. New York. 291じ.S. 502 c1 934). 

醐 E. W. Clemens，前掲訳書 32J変。

話芸 J.C.Bonbright， Principles of Public Utility Rates， 1961， p.1. Note 6. 

鰯 J.C.Bonbright，Ibid， p.1. 

側現代公益事業講産編集委員会議，前掲響， 50真。

倒 8unshineAuthracIte Coal Co. V. Adkins. 310じ.8.381 (1940ト

留 E.W.Clemens，前掲訳書， 33頁。

櫛OlsenV. Nebraska， 313 U.8. 236 (1941). 

例措穣，続講論文， 28資。

錦 DeviesWarehouse Co. V.Brown， 137F. 2d201. 

s9 Davies Warehouse Co. V.Bowles， 321 U.8. 144 (1羽生). 

側 P.J.Garfieldand W.F.Lovejoy， op. cit. p.10. Davies Warehouse Co. V.Br 

own， 137F. 2d 201. 

総 Ibid，p.10‘Davies Warehouse Co. V. Bowles， 321 U. 8. 144 (1944). 

終2J Ibid， p.11. 

~~ Ibid， p.lO. 

総北久一稿「公議事業研究j ツピッキペ公益事業の概念、と本設第四巻第 3号，

公議事業学会，昭和43年 3月， 50頁。

3 経f済学的公益企業嬢念

(1) 経済学的アブローチ

このアプローチは，公益企業に内在する経済的形成要因を分析することに

よって，公益企業概念の理論的構成を留ろうとする説である。いわゆる公益企

業概念、の不統一位，不明瞭性，暖妹性を回避するため，公益企業のもつ法社会

学的・法制的背景をなるべく排除し純経済的，技術的に公益企業概念を理論

構成しようとするものである(ljc 換言すれば，一般私企業と思分される公益企

業の経済的擦識を明らかにして，公益企業の関鎖的，統一的な経済範轄を確立
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し公益企業を純経済的，技指的に基礎づけようとするものであ この説の

は細野5出代表的論者比 J.F.ZwickyやJ.C.Bonbrightそして，

男教授である。

(2) 経済学的アブローチの代表的論者

J. F .Zwiclくy

ツビッキーはドイツ交議論の泰斗M.Saitzewの弟子であって， 1929年から

30年にかけてアメワカに交換学生として留学，ジョン・ポプキンス大学〈パ/レ

チモア市〉のJ.H.Hollander教授のゼミナ…ルに入り，アメリカの公益企業

について顎究した(2)。とりわけ，彼が重点的に研究したことは，アメリカ独特

の制度的概念、である公益企業概念について，それを純粋に経済学的概念として

撞象的，理論的に再権成することの可能性について問題提記を行ない，概念、の

分析な行ない，再構成の弓能性について論証したことである汽後はこの研究

して，アメリカの公益企業機会、の多義性は，次のような要因によってもた

らされたと看取したへ

第 iの要閣は，すべて，その経済領域に個有であるところの倫理的，

法的な性質をもっ経済外的契機との強いもつれあい，いろいろな社会観および

とのもつれあいの結果である。

第 2の要自は，公益企業概念の発麗と解釈に関しての裁判判決の広汎な影響

る。

第 3の襲悶は，公益金業概念、の問題醸の政治化である。

すなわち，以上のような点i主公益企業概念捜定にさいし科学的判断を不

し非常に多くの偏向した見解を生ぜしめているとして，アメリカ的公

益企業概念、の多義性をツピッキーは批判して，公益企業経済額壌の内在的な本

質的標識によって，公話企業概念を明らかにしようとした。そして，そ

的標識を次のように明碓にした九

一切の製品および男役の無条件の場所的な設備被拘来性。

括 経堂体に与えられる公法的免許の必嬰，および強制j権限の譲ヰひ
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ili 技術的および経済的に必要とされる経営体の統一，および霞接の，開業

種の競争の不可能，それから生ずる独占的儲賂講成。

以上のように，ツピッヰーは多義性をもっアメリカ的公益企業概念を排除し

純経済的，技術的側面を導入することによって，公益企業機念を明確な統一性

のあるものにしようとした。

@ J.C. Bonbright 

ポンプライト教授は，彼の著書の rPrincipl部 ofPublic Utility RatesJ 

にみられるように，公益企業の合理的あるいは最適料金の基準に関する研究(6)

に比重をおいている。すなわち， これまでの号制度的なアメリ力的公益企業概念

規定とは論を異にして，次のように述べているむ

「公益企業と一穀私企業の初期の法的な区分を説明する試みは，震史的，興

味以上のものをもたなくなった。なぜなら， 1934年のネピア事件に示されたよ

うに最高裁判所が自らの見解を変えてしまったからである G 語格規制下にあ

る特定の産業を泣置づけようとする法的提案は，現在では，経済政策，社会政

策の観点から，それらの内容に側して考えられ，また古いf云統的な理論と矛題

するという理由によって， くつがえすほどのいちとるしい危険はないであろう

(7)， 

また，ポンブライト教授拭経済学的，技能的視点かも公益企業の範鴎を硬宜

的に次のように示している。

lの読点として，

i 供給者設備と 永続鈴な物想的な連結を通じて継

続的あるいは繰り返しのサービスを直接あるいは鵠接に供給している企業。

込 公共輸送機関。

iの種類に属する最

である。

ものは， ガス，

訴の輸送機関は都市開公共輪送と競合する形をとる鉄道と地方輸送系統に分

けられる叱しかし輸送機関は複雑な問題を提示しているので公益企業



とはJ}IJの韻域であるa それにもかかわらず，輸送機関とそれ以外の公益企業を

上記のように区別した上で¥“輸送"とし寸用語を佳送や配給という意味を含

めたものとして使用するなら輪送機関以外の大部分の公益企業も輸送を行うこ

とになると主張している。しかるに，ポンプライト教授は，怯送とか記送部門

は，大部分，公益企業の本質的部分であり，サービスの総費用のうちでも主要

な要素を構成している{宮古指摘している9

第 2の視点として，

公益企業は自然的独占で江ければ，能率かっ経済的に運営することができな

し、と指摘しているむすなわち，直接的競争の不経済があまりにも大きいので，

かりに競争が有効にスタートしたとしても，それが破援に導かれるなら，継続

できなくなる。また仮に継続できたとしても，軌道，ケーブル，変電所等の不

必要江る重壊をもたらすがゆえに，資源の設費となる{lais 公益企業に自然的独

占を与えるのは，単にある程度の経営規模までは単位費用逓減の条件の下で運

れるということだけではな~ ¥0 また，生産の単位費用を生産量の規模と関

連づけた曲線の費用逓減部分が無線に伸びているからでも江いむ公益企業サー

ビスの市場が，いちじるしく局地化され，間定されていることに起闘する。市

場が限定されるのは，一方における公益企業設織と他方における鴻費者抱設と

の間に密接な連絡をとらなければな告ないか告であるq 有効な競争に対する障

害物として，この市場限定は，広い地域ないし国中をも自由に出待できる製造

会社の場合よちきびししい11)とポンプライト教授は論述しているむ

第 3の視点として，

公益企業拡，たとえ，規制にしたがったとしても，また政府によって，謹接，

所有され経営されたにしても，金業であることは事実である。このことは少な

くとも，英国やアメ 1)カの公益企業域全、の用語における真意と一致している。

より具体的にまた厳密な正確さのために必要とされる多くのただし書きを省

略して述べるなι公益企業サービスは，費用ないし費用プラス適正利潤で販

れるべきである胞という見解をポンプライト教授は主張している。
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縄野日出男教綬

わが留で，経済的・技術的アプローチかち公益事業概念を規定した代表論者

として細野日出男教授がいる叱糧野教授は公益事業を最広義の公益事業，広

義の公議事業，狭義の公議事業に分けている(I七

最広義の公益事業について，とたのように述べている。公共体全体又は

体全体及び利用公衆j の利益となる施設を経営する事業と定義している。すな

わち，道路， その油公益を第 1目的としたる官公営事業等斡種

の蒐設を経営するものまで含む。

広義の公益事業について次のように述べている合合共体全体及び利黒公衆の

粍益となる施設を経宮する事業にして，手IJ埠の対価を徴収し得るも，狭義の公

益事業の恕く必ずしも具体的機捧設備並びに公共財産の特別使用を要せず¥又

自黙的独占性をも本来構えざる事業。たとえば，公閣も学技も盟議館も有償で

あるなら此の部に入る。その他に市営往宅，公設市場，公益質屋，

取引所の如きも之iこ入るむ

狭義の公益事業について次のように述べている。 f-綾公衆個々

じ其の日常生活に不眠の必需性ある物議又はサービスを提供する経済的事業

にして，其の遂行には具体的土本及機械設備一一部ち工業的手段一一と公共財

産の特別使用とを嬰し自然的独主性を害びるものであるけ持と定義してい

細野教授は狭義の公益事業を公益事業の範鳴として，経済的，技箭的特性を

掃出して，帰納しー按化を試みたむその技術的特性として，前述の具体的設議

の中に“特殊な通路"を含むものとして考えちれ級事その特殊な通路を議設し

て入・物及び音誌の場所的移転を行う点より，公益事業は広義の交通事業であ

る(J川述べている。そして，その通路は物資の産送配送を行う特殊の運輸業的

性議をもっていると播足している。この点に関しては前述のポンプライト教授

の公益企業概念、ときわめて額{t{(J器していることが指掻される。

また，細野教授は公益事業の供給するサービスや財は，設常生活に必需な物

資又はす…ゼスを供給する事業だけでは公益事業でないと主張している。員きや

サービス供給において，非貯蔵性，非移転性の特質を省しかっ清費者側の需
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ミて鶴時且つ即時に需要を充すということが，日常生活に必詩なサービ

スや財を供給する事業に付随して，はじめて公議事業としての地泣を有すると

した告さらに，特殊な連諸等を合主公議事業の施設にさいし巨大な資本が投

下されなければならないしその資本は由定{とされ，資本回転率はやさ l¥0 ま

た，資本の巨大性と閉症イヒ汽サ…ピスの非移転性により，公益事業は地域的

自然的独占性織を講びるということを主張している。なぜなら，一定のサ…ピ

ス地域に同種企業が競争すれば，設犠の多重性をまねき，ぞれが巨大かっ閣定

的であるだけに個別の公益企業サイドからは，資本のやl用効率は悪く，また国

民経済上，不孝IJ益になり，手IJ患者保からも不便であるからである口また，公益

ービスや黙を供給する過程で，特珠な通路として道路その他の公共財

産を必ず捷用しなければ， ，まとんど事業活動が不可能となると述べているほ11

以上のような見解を細野教授誌示され，公益企業をきわめて経済的，技術的

アプ口一チから覆念構成しようと

(3) 経済学的公強企業横念場築に懸愈される点

アメリカ的多義性をもっ公益企業捜念を排除し純経済的，技術的襟識を導

入することによって，明確な統一性のある公益企業概念を規定しようとしたこ

のアブローチは，十分に評揺されてよい。

しかしツピッキ…の公益金業観念、規定には，矛麗があり，その矛語を克服

することができなかったように思えるs 役の公益企業地位の標識としての

言持に寺えられる公法的免許の必要，および強制権限の譲与j は，

矛盾する標識であるように患える。なぜな弘ツピッキーは法的背景を排除し，

して純粋に経済的，技続的に公益企業を考察しようとしたにもか

かわらず，前述のような，きわめて多義性，暖昧性，不統一性をもっ標識を合

益企業援金、の棟識とした。したがって，純粋に経済的，

察しようとするなら，上記の諜識を捨象すべきであっ

かくして，経済学的公益企業概念、播築にさいして懸念される第 lの点として

次のことが指摘される。すなわち，ツビッキ…がいかに縄経済的，技術的に公
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益企業概念を規定しようとしても，純経済的，技術的アプローチからだけでは

れえないということである。もし純経済的，技街的アプ口一チからだ

け，公益企業概念を規定しようとするなら，公益企業の制震的な機能や本質の

解明を捨象しなければならなくなる。すなわち，公益企業の内生的な経済的お

よび技術的特質に焦点を集中するあまり，端境社会の集団的判断によって容認

されているといわれている公益企業の存在やその背景を理解しないならば，歴

史的，法社会学的，法棋的要因からの公益企業の機能や本賓の解明ができなく

なる傾向を有するようになる。

公益企業法あくまで資本主義経第体制の発展過程の中に生成されたものであ

るのそれは論理的思惟の所産ではない。また，資本主義経済体制内め経議秩序

のため， このようにあるべきであるということかちの所産でもない。しかるに，

公益企業概念は純経済的，技術的棟議を基礎として，集出的判顕によっ

的に法制化されていくように構築されるべきである。

第 2点として，ポンプうイト教授に特にいえることである。すなわち，設の

rPrinciples of PublicじtilityRatesJの中で「今日では，会益金業と

一般私企業の初期の法的なE差別を説明する試みは，歴史的興瞭以上のものをも

たなくなった。なぜなる1934年のネどア事件に示されたように，最高裁が自主

の見解を変えてしまったからである。{連絡規制下にある特定の窓業を位霞づけ

ようとする法的提案は，現在では，経済政策，社会政葉の観点から，ぞれちの

内容に倒して考えられ，ま

くつがえす法どのいちじるしL

、伝統的な理論と矛盾するという理自によって

はないであろう叱Jと述べているように，

公益企業の生成や本繋の解暁を第二義的に取扱っていることが懇念さ

あるむなぜなら，ポンブライトが主張するように公益企業接金、を構築していく

ならば，公益企業の現実的課題である公益企業料金設定論が中心となり，公益

企業の臼的である公共の利益ということが第 2 なり，本末転倒となりが

ちであるからであるの

3点として，細野吉出男教授の場合，持にいえることである。鱈野日出男

教授は前述したように公益企業の経済的特性として，資本の自大及び困定性，



地域的独古性，公共財産使用特性をあげ，また， このような特性が複合した結

果として生ずる財政的安定という従講的特性も大きな意味をもつことになると

いう晃解を示している。しかし財政的安定を最重要視するあまり，公益企業

の生或とその本質の解明を見失いがちである。たとえば，結野日出男教授のこ

のような考え方は，次のような欝所で培的に見うけるれる。

国会や地方議会が臨接規制する場合，それが政争の具iこ供され合理的公正料

金の設定はできないので，議会で行うべきでなし oJ と主張している。また，

f公益事業料金設定における今日の日本における政党政府のように，

方的決定は，企業権を無概するだけでなく，国民のため，

達をもたらす道でもなL、から，将来は司法再審の慣行を開くべきである(2~oJ

と主張しているG

かくして，網野日出男教授の国民のため公益事業の慢全な発壊をもたらそう

とする真意註，上記ぬ主張から十分に理解できるとしても，少しいきすぎのよ

うに号、えるむたしかに今日，わが冨における冨会や地方議会は必ずしも公正

会還の読をとおす場ではあちえないし公益事業の直接統制，ことに料金規制

に遣していなL功、もしれないが，現実iこアメリカのように，独立競艇〈行

政〉委員会が発達していないわが国においては，国民や地域主主民の公式代表で

ある議会の意見で決めるという制度をもっと実効的に活用しなければならない。

そして，将来は，準行政，準立法，準司法的権限を兼ね備えた独立規制

政)委員会を設置し公議企業の規制や行政に関して政党政治か

その準行政や準立法や準司法が憲法違反又は法律違反の疑いのあるときは，

判を通じて判顕されるようにしなければならないs しかし今日

接聖公益企業環制を寧期に排除することは，盟難であり， f生態すぎるc した

がって，詩曹をかけて議会の公益金業に対する公正妥当

が容認しうる社会システムが講築された後，前述のような新制度を導入するべ

きである。

u主)

(1) 拙稿， r経済と経営J，公益企業概念についての考察，第 4巻第 l号，札!幌大学経
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済学会，昭和48年 9月， 32-33頁。

(2) 北久一稿， ["公益事業研究」ツビッキ一，公益事業の概念と本質，第19巻第 3号，

公益事業学会，昭和43年 3月， 40頁。

(3) Ibid， p.40. 

(4) Ibid， pp. 76-77. 

(5) Ibid， pp.78-79. 

(6) J .C.Bonbright， Principles of Public Utility Rates， 1961， p.3. 

(7) Ibid， p.7. 

(8) Ibid， p.4. 

(9) Ibid， p.5. 

UO) Ibid， p.ll. 

UD Ibid， pp.12-13. 

U?J Ibid， pp.22-23. 

日 細野日出男稿，高岡高商，研究論集， ["公益事業特性の研究」昭和12年，第10巻

第 l号， 2頁。細野教授は公益企業という用語を使用せず，公益事業という用語を

使用している。

U4.1 Ibid， p.6. 

U~ Ibid， pp.6-7. 

M Ibid， p.7. 

U7) ibid， p.8. 

U8l J.C.Bonbright， op. cit， p.5.ポンプライト教授は次のようにいっている。輸送

という用語を伝送とか配送という意味を含めたものとして使用するなら，輸送機関

以外の大部分の公益企業も輸送を行うことになる。

U9) 細野日出男稿，前掲論文， 22-27頁。

側 Ibid，pp.30-36. 

白D Ibid， pp.27-29. 

四 J.C.Bonbright， op. cit， p.7. 

ω 細野日出男稿， ["現代公益事業講座 7J，公益事業規制機関政策，電力新報社，昭

和51年， 42頁。

ω 細野日出男稿「商学論纂J(紹介 ガールフィールド&ラブジョ共著「公益事業

論J)第 5巻第 3号，昭和39年 8月， 104頁。

仰 公益企業料金値上げに反対する政党や議員が現実的に選挙上，有利であったりす

ることや議会において専門的に研究している人が少ないことなどを徐々に是正して

いく姿勢を意味している。
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第 3部

これまで考察してき

公益企業の経涛的特性と

で3うった告しかしここ

業が富民経済よ，どのよう

すなわち，

構成され，

されている

民経済上，

思統一体とし

としての公益事業

、てのアプローチは，いずれも

という 2つの語性を通してのアプローチ

もっと諜く理解するには，公益金

られているかを理解しなければなちないc

と称されている産業部門がどのように

うに往章づけられて，捧系花

らない。しかる後に.1瞳々

カテゴリーの中で，どのように独自の意

として組織され，活動していかねばならない

かを考察しなければならない。 ならば，国民経済上，個々の公益企業

という下位の階層産業部門としての構成Jは「意思統一体とし

という中位の階閣. r…悶の産業体系の構成Jという上位の階層の 3階層とい

う重層的構造(j)という秩序に基づいてどのように成立しているのかを考察しな

ければならないということである。そして，当然のことであるが， この秩序は

計語経済で形成されるものでなく，制震の自然陶汰の過程で形成されるもので

あり，累積的発襲過轄を吊すものであるc

いうまでもなく，

かj としミうこと

業という

しかしなが

造か

な制約関連と

る12)。それゆえ，

は，誼接的に

る研究の中心詰「公益企業の本質とは伺

公益企業規制や公益企業料金設定や公

したがって公益企業に関する研究の中心は，

いことは当然のことである。

もつ内在的な構成関連と上位の藷諮患の携

および下位の諸階暑の講造かも受ける讃定的

として，はじめて各踏層の講造の生活関連が明らかにされ

としての企業の内部密造における変化

ら，その産業部門に変化を与えるだ
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く，ー閣の産業体系にも変化を与える。また，その濯もありうるD しか

るに下位の時騒としての意思統一体である公益企業を杷擁するだけでは，木

いうことと同じであり，真の公益企業の本質を把握すること

にならない。すなわち，一国の産業体系の中で， 1つの産業部門として公益事

た上で，公益事業という産業部門を構成している個別の公益企業

して位置づけなければならない。

このような研究は，すでに昭和53年度公益事業学会において縄出教授が各議

資料にもとづき，伝統的な産業構造理論として著名なColinClarkの分殺に間

すなわち， r-~の産業体系の講成j という

3次麓業として在費づけちれてきた公益事業を，現状ぬまま位置づけてよい

もので、あろうかという問題提起をしたのである。われわれ公益事業学捷は，縄

うけとめなければならない。そして公益事業を lっ

として位置づけ，次いで個々の産業部門が構成され

も公益事業を位璽づけなければならない。かくして， このように公益

、くことによって， もはや公益事業をコ…リン・クラ…クの

いう第 3次臨業の中に位置づけておくことは不可能であるということが，次第

に明らかになってきたのである。

詳細に説明するならば，次のようになるであろう O 公益事業学会規約第6条

とはわれわれの生活に日常不可欠な用役を提換する一連の事業のこ

とであって，

総

いるように，

かしなが

供給す

非貯議性，

も，随時性，

ガス，水道，鉄道，軌道，

放送等の諸事業が告括されるoJに示さ

日常生活に不可欠な罵役の生産・挟給事業である。し

用役は，一殻に理解されている第 3

公益事業の場合，その舟設の供給において，

という属性が常に村槌しており，需要者側の需要において

という属性が常に付随している。しかるに自然的地域独占

性ということが必然化されるのである。それゆえに地域に固着した具体的な回

大な設備後必製とするし信頼度の高い，品質の一定した，規則正しL



しなければならない事業である。さらに，異なる点は一般の第 3次産業は用役

だけであるが，ガス事業や水道事業のような公益事業の場合のように，

資の供給も委うちうるということである。さらに，去益事業は上記のような膏形

物資を製造するだけでなく，それを消費者の場墨に配給するサーピス即ち場所

移転のサービス，従って運輸サ…どスを必然的に結合したものであ

以上のようなことからして，現代の謹雑化した産業講造を瑚論化するために

も，また公益企業概念規定を明瞭にするためにも， コーリン・クラークの伝統

的な産業構造の分類で誌， もはや説明できなくなってきたc それゆえ，今後，

当然に環境論的，生態論的視点かる問題化してくるであろう廃棄処理事業等を

含めて，払は「一国の産業体系の構成」というよ{立の階!簡を次のように分類す

ることによって公益事業を位置づけたいむ

l次産業.........農業，林業漁業

2次産業H ・H ・製造業，鉱業議設業

3次産業…-一公益

4次産業...""....高業，サ…

5次産業……金融業，課i襲業，

S次産業・…・

い用役供給事業〉

以上の分類辻私の仮説であるひしたがって，このような分類が，はたして現

実の産業体系の中で，また，学問的に容認されるものであるかどうかを予測す

ることは困難であるが，今後，研究を進めてし1く価櫨はあると思う口この研究

して，まず，今日なお長続的な第 3次産業の特の中に包摂されている

〈特にいわゆる第 3次産業といわれている地の産業部

門〉と区野lいされる特性を明確に抽出し一般化することによって，公議事業と

いう産業部門を暁確にしたいむすなわち，具体的には，理論化さ

の経済的，社会的，技鰐的特性に基づき，地域社会の利害椙克する集団聞にお

ける襲間的判断によって浄化された産業を合益事業として講築することであるa

しかしその一方で， 誌経済制度であるので，常に ス

ティータスのあり方を地域社会にブィード・パックでき システムを確立
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してし、かなければならない。

そして，このような社会システムが擁立されていくことによって，公益事業

ことの立法花が進践し司法問難としての提訴も展開され，それぞれ

の判例の積重ねによって一定の法射性が確立されてくるひかくして，以上のよ

うな展開によって，公益事業を構成している意思統一体としての舘々

ある公益企業もまた嬰議イとされるようになるa さらに，今丘公益企業が抱え

ている問題，たとえば，規制や料金設定問題というような各論的問題も解決さ

れやすくなる。

〈注〉

(1) 富田喜代議著，伊産業構造論j 千愈欝房，昭和43年，的頁。

(2) Ibid，p.71. 

(3) 細野日出男稿，高題高鞘，研究論集， r合益事業特性の研究J昭和12年，第10巻

第 l号， 12真一日頁。

第 4節結び

公益企業概念に関する研究比資本主義経済体制内における公益事業という

特別の設業部門の個別生産経済体の本質やスチータスや公共農耕や政策等が体

系的に考察されることである。したがって，公部企業援金は最終的には企業理

として考察されなければなもない。

しかし公益企業を企業理論として理論携或する場合，次のようなことを前

提として理論講成することが大切である。その前提とは初期の資本主義経

済体制!において，当然のように考えちれていた私的最大利潤の追求という企業

の指導原理が今日において罷民経済上，不利益を毘するようになった。j とい

うことである。すなわち，資本・労鵠力その他の生産財の各産業部門への移動

が自由になる限り，各企業者が権大科潤を求めて活動することに導かれてー器

全体の経済資源と労働力とは各産業部門の関に正しく配分され， もって一国産

業持系の適正靖成が邑動的に実現されると思われていた九しかし実際には
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較しい競争の結果，企業の集中化がなされ，適正な経済議諜や労働力の配分が

望め忽くなってきたむしたがって，私的最大利潤の迫求を指導原理とする

ら，その指導原理を解放させ，棄に国民経済上，手IJ益をもたらす

企業への指導原理が模索されているむその模業の呉体例として，企業の利潤追

求を目ざす経済行為に社会的要求として適正利濡，資額節約，政府規制，

衆参加等の規制的行為の枠がはめられようとしていることである。企業はそう

した持内において，公正な経済行為を通して企業の社会性が龍味された経営活

ことになるむ

このように一般私企業にも，今日においてはかなりの程度の枠が詰められ

て社会性が要求されている口由民経捺を主体として企業と経済環境の相互関訴

をマク口的に考察するなら，その相互関認はますます複雑多較にわたって，か

つて企業の経済活動におめる社会的役割はきわめて大きい。また，企業

として，企業の直接的・間接的利害関係者〈株主，経営者労動者，債

権者，取引先，消費者，地方公共間体，地域社会，政府等)との相互関認をミ

クロ的に考察するなら，その関係も複雑多岐であり，その種額も員数も抵大

社会的諸関係が大きくなって，企業の社会性が拡大しているのである。

したがって，公益企業はマン対イリノイ州事件の判決からも指擁されるよう

に公衆の利益に費務を負う Caffectedwi出 publicinterest)企業であり。地

域に間着した地域的自然独占企業であるから，一般私企業以上に社会性の要求

が余犠なくされるむかくして企業想論として，公益企業を理論構成する前述の

，公慈企業概念、を考察するならば，次のように指捕されるで為ろ

a
 

w

内ノ

第 lとして，公益企業は iつの産業部門としての公益事業という経詩的特性

や公共的焼棋を麗性としてもち島わせている範轄内での意思統一体としての個

別生産経済体であって，国民経議を講或している l分子である。

2として，この語別生産経済体としての公益企業は科連追求を企業の指導

原理とするのではなく，いっさいの経済事象についての全体的秩時における経

済的合理性(2) すなわち経済性を指導原理とする。
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第 3として，公益企業は資本計算をする個別生産経済体である。この資本計

算とは手IJ?慢追求の用呉として導入されるのではなく，経済性を測定する 1つの

測定方法にすぎないということである。したがって，経済性を樹定するために，

もっと，正確にして合理的な測定方法が考案されれば，現実の資本計算はその

測定方法に交弐を余儀なくされる性質のものである。

4として，合経企業は原則として永久的生命安有し合理的に商品生産を

なす，意思統一された個別生産経済体であるむこの場合，一般払企業と同じよ

うに公益企業の臨品生産比公益企業と公益企業の利害額謀者〈ゴーイング e

コンサーン成県〉との問の底引において，繰り返しの過援として餅震的に樹立

されなければならない口公益企業の意患統一とは，所有主捧の目的達成と軌を

ーにした体系でなければならない口したがって，その体系の中で合理的継続的

に簡品生産することが公益企業の賛務をはたすことになるc 所有主体を基準と

して公益企業を分類すれば，(D弘営公益企業，岳公営公益企業.@公私議合公

益企業境問組合公益企業に分類されるc したがって，私営公益企業の意思

統一詰，適正事Ij潤追求という目的達成体系である。公営公益企業や公私準会公

益企業は国民経溝楢社追求という自的漉成体系である。また，協同組合公益企

業は共開利益の実現という居的建成捧系であるc しかしながら，所有主体によ

る目的達成体系と軌をーにする公益企業の意思統一は，公益企業ぬ指導原理の

静告はみでるものでないことを， もうー疫，銘記しておかなければなちな ~'o

したがって，公益企業を定義することは，きわめて困難であるが，あえて定

義しようとするなら次むようになると思われるc 公益企業とは，経、済的特性や

公共的規制を属性として有している公益事業という 1つの産業部門というカテ

ゴワーの中で，経済性を指導原理として，合理的，統一的，計画的，継続的に

寓品生産を江す意思統…体としての間別生産経済体である。

(注}

(1) 富由喜代癒着. r企業と臨民経済」東洋経済，昭和32年. 150案。

(2) 富田纂代議稿，平井泰太郎事忌「経営学辞典J生産性と経済性，ダイヤモンド社，

昭和28年. 130頁。




